
継続就業しながら子育ての時間確保がで
きる措置の対象となる子の年齢について
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○継続就業しながら子育ての時間確保ができる措置の対象となる子の年齢について 
（「今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会報告書」より） 

 

現行の育児・介護休業法では、継続就業しながら子育ての時間確保ができる措置のうち、勤務時間短縮等の措置については、

３歳までは選択的措置義務、３歳から小学校入学までは努力義務とされ、時間外労働の制限、深夜業の制限、子の看護休暇につ

いては、小学校入学まで義務とされている。しかし、近年、小学校に入学した途端に放課後の預け先がなくなるなど、仕事と子

育ての両立が困難になる「小１の壁」と言われる小学校低学年時の両立支援が課題となっていることから、継続就業しながら子

育ての時間確保ができる措置については、小学校３年生終了時まで延長すべきものと考える。1

 

  

                                                  
1 「継続就業しながら子育ての時間確保ができる措置」については、（別紙１）参照。 
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育児を行う労働者の時間外労働の制限について

○ 事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、その子を養育
するために請求した場合においては、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、１か月に
ついて２４時間、１年について１５０時間を超える時間外労働をさせてはならない。

○ ただし、次のような労働者は請求できない。
① その事業主に継続して雇用された期間が１年に満たない労働者
② 配偶者が常態としてその子を養育することができると認められる労働者
③ その他請求できないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者

○ 労働者が請求したときは、事業主は原則として、就業規則や時間外労働協定等で定めた時間外労働の上限如何に関わらず、１か月につい
て２４時間、１年について１５０時間を超える時間外労働（法定時間外労働）をさせることはできない。ただし、就業規則や時間外労働協定等
で定めた時間外労働の上限時間が、１か月について２４時間、１年について１５０時間を下回る場合は、就業規則や時間外労働協定等で定
めた時間外労働の上限時間が優先される。

○ 「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するか否かは、その労働者の所属する事業所を基準として、その労働者の担当する作業の内容、
作業の繁閑、代行者の配置の難易等諸般の事情を考慮して客観的に判断する。

○ 「配偶者が常態としてその子を養育することができると認められる労働者」とは、配偶者が次の①～④のいずれにも該当する場合をいう（則
第３１条の２）

① 職業に就いていないこと（育児休業その他の休業により就業していない場合及び１週間の就業日数が２日以下の場合を含む）。

② 負傷、疾病等により子の養育が困難な常態でないこと。

③ ６週間（多胎妊娠の場合は１４週間）以内に出産予定でなく、又は産後８週間以内でないこと。

④ 請求に係る子と同居していること。

○ 「請求できないこととすることについて、合理的な理由があると認められる労働者」とは、次のいずれかの場合をいう（則第３１条の３）

① １週間の所定労働日数が２日以下の労働者

② 内縁の妻（夫）等が上記①～④のすべてに該当する労働者

概要
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＜参照条文＞ 

○育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成３年法律第７６号)（抄） 
第１７条 事業主は、労働基準法第３６条第１項本文の規定により同項に規定する労働時間（以下この条において単に「労働時間」

という。）を延長することができる場合において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号

のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求したときは、制限時間（一月について２４時間、一年について１

５０時間をいう。次項において同じ。）を超えて労働時間を延長してはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、

この限りではない。 
  一  当該事業主に引き続き雇用された期間が１年に満たない労働者 
  二  労働者の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして厚生労働省

令で定める者に該当する場合における当該労働者 
  三  前２号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚

生労働省令で定めるもの 
 ２    前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は制限時間を超えて労働時間を延長し

てはならないこととなる一の期間(一月以上一年以内の期間に限る。第四項において「制限期間」という。)について、

その初日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び末日(同項において「制限終了予定日」という。)

とする日を明らかにして、制限開始予定日の一月前までにしなければならない。 
 ３    第一項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該請求

に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなか

ったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなけ

ればならない。 
 ４    次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(第３号に掲げる事情が生

じた場合にあっては、その前日)に終了する。 
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  一   制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第１項の規定による請求に係る子を養育し

ないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。 

  二   制限終了予定日とされた日の前日までに、第１項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。 

  三   制限終了予定日とされた日までに、第１項の規定による請求をした労働者について、労働基準法第６５条第１項

若しくは第２項の規定により休業する期間、育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。 
 ５    第３項後段の規定は、前項第１号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。 
 
○育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則（平成３年労働省令第２５号）（抄） 
第３１条の２ 法第１７条第１項第２号の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 
  一   職業に就いていない者（育児休業その他の休業により就業していない者及び１週間の就業日数が２日以下の者を含

む。）であること。 
  二   負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により法第１７条第１項の規定による請求に係る子を養育することが困難な

状態にある者ではないこと。 
  三   ６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）以内に出産する予定であるか又は産後８週間を経過しない者でないこと。 
  四   請求に係る子と同居している者であること。 
第３１条の３ 法第１７条第１項第３号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 
  一   １週間の所定労働日数が２日以下の労働者 
  二   請求に係る子の親であって当該請求をする労働者または当該労働者の配偶者のいずれでもない者であるものが前条各

号のいずれにも該当する場合における当該労働者 
 
○子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活の両立が図られるようにするために事業主

が講ずべき措置に関する指針（平成１６年厚生労働省告示第４６０号）（抄） 
第２ 事業主が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項 
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 四 法第十七条及び第十八条の規定による時間外労働の制限に関する事項 

  (一) 時間外労働の制限については、労働者がこれを容易に受けられるようにするため、あらかじめ制度が導入され、

規則が定められるべきものであることに留意すること。 

(二) 労働者が時間外労働の制限を請求したこと又は時間外労働の制限を受けたことを理由として、当該労働者に対し

て解雇その他の不利益な取扱いをしてはならないものであること。 
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育児を行う労働者の深夜業の制限について

○ 事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、その子を養育
するために請求した場合においては、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、午後１０
時から午前５時までの間（以下「深夜」という。）において労働させてはいけない。

○ ただし、次のような労働者は請求できない。
① その事業主に継続して雇用された期間が１年に満たない労働者
② 深夜においてその子を常態として保育することができる同居の家族がいる労働者
③ その他請求できないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者

○ 「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するか否かは、その労働者の所属する事業所を基準として、その労働者の担当する作業の内容、
作業の繁閑、代替要員の配置の難易等諸般の事情を考慮して客観的に判断する。

○ 所定外労働の延長として深夜に及ぶことになった場合にも請求できる。

○ 「深夜においてその子を常態として保育することができる同居の家族」とは、１６歳以上の同居の家族であって、次の①～③のいずれにも該
当する者をいう（則第３１条の１１）

① 深夜に就業していないこと（深夜における就業日数が１月について３日以下の場合を含む）。

② 負傷、疾病等により子の保育が困難な常態でないこと。

③ ６週間（多胎妊娠の場合は１４週間）以内に出産予定でなく、又は産後８週間以内でないこと。

○ 「請求できないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者」とは、次のいずれかの場合をいう（則第３１条の１２）。

① １週間の所定労働日数が２日以下の労働者

② 所定労働時間の全部が深夜にある労働者

概要
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＜参照条文＞ 

○育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第７６号）（抄） 
第１９条 事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当

該子を養育するために請求した場合においては、午後１０時から午前５時までの間（以下この条において「深夜」という。）に

おいて労働させてはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。 
  一   当該事業主に引き続き雇用された期間が１年に満たない労働者 
  二   当該請求に係る深夜において、常態として当該子を保育することができる当該子の同居の家族その他の厚生労働省令

で定める者がいる場合における当該労働者 
  三   前２号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として

厚生労働省令で定めるもの 
 ２   前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は深夜において労働させてはならない

こととなる一の期間(一月以上六月以内の期間に限る。第４項において「制限期間」という。)について、その初日(以

下この条において「制限開始予定日」という。)及び末日(同項において「制限終了予定日」という。)とする日を明

らかにして、制限開始予定日の一月前までにしなければならない。 
 ３   第一項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該請求

に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなか

ったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなけ

ればならない。 
 ４   次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(第３号に掲げる事情が生じ

た場合にあっては、その前日)に終了する。 

  一  制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第一項の規定による請求に係る子を養育しな

いこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。 
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  二  制限終了予定日とされた日の前日までに、第１項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。 

  三  制限終了予定日とされた日までに、第１項の規定による請求をした労働者について、労働基準法第６５条第１項若

しくは第２項の規定により休業する期間、育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。 
 ５   第３項後段の規定は、前項第１号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。 
 
○育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則（平成３年労働省令第２５号）（抄） 
第３１条の１１ 法第１９条第１項第２号の厚生労働省令で定める者は、同項の規定による請求に係る子の１６歳以上の同居の家族

（法第２条第５号の家族をいう。）であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。 
  一   法第１９条第１項の深夜（以下「深夜」という。）において就業していない者（深夜における就業日数が一月について３日以

下の者を含む。）であること。 
  二   負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を保育することが困難な状態にある者でないこと。 
  三   ６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）以内に出産する予定があるか又は産後８週間を経過しない者でないこと。 
第３１条の１２ 法第１９条第１項第３号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 
  一   １週間の所定労働日数が２日以下の労働者 
  二   所定労働時間の全部が深夜にある労働者 
 
○子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活の両立が図られるようにするために事業主

が講ずべき措置に関する指針（平成１６年厚生労働省告示第４６０号）（抄） 
第２ 事業主が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項 

 五 法第十九条及び第二十条の規定による深夜業の制限に関する事項 

  (一) 深夜業の制限については、労働者がこれを容易に受けられるようにするため、あらかじめ制度が導入され、規則

が定められるべきものであることに留意すること。 
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(二) あらかじめ、労働者の深夜業の制限期間中における待遇(昼間勤務への転換の有無を含む。)に関する事項を定め

るとともに、これを労働者に周知させるための措置を講ずるように配慮するものとすること。 

(三) 労働者の子の養育又は家族の介護の状況、労働者の勤務の状況等が様々であることに対応し、制度の弾力的な利

用が可能となるように配慮するものとすること。 

(四) 労働者が深夜業の制限を請求したこと又は深夜業の制限を受けたことを理由として、当該労働者に対して解雇そ

の他の不利益な取扱いをしてはならないものであること。 
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小学校就学の始
期に達するまで

小学校入学～小
学校３年生（又は

９歳）まで

小学校４年生～
小学校卒業（又

は12歳）まで

小学校卒業以降
も利用可能

その他 不　明

合計 100.0 33.8 66.2 0.0

(100.0) (87.2) (1.4) (1.7) (9.6) (0.0) (0.1)

〔事業所規模〕

500人以上 100.0 91.3 8.7 -

(100.0) (87.3) (1.3) (2.8) (8.6) - -

100～499人 100.0 70.4 29.6 -

(100.0) (91.4) (0.9) (1.2) (6.3) (0.0) (0.1)

30～99人 100.0 47.9 52.1 0.1

(100.0) (89.6) (0.4) (1.6) (7.9) (0.1) (0.3)

5～29人 100.0 29.8 70.2 -

(100.0) (86.2) (1.7) (1.7) (10.3) (0.0) - (2.8)

規定あり総　計 不　明

利用可能期間

規定なし

（％）

出典：厚生労働省「女性雇用管理基本調査」（平成１７年度）

子の看護休暇制度の規定の有無・利用可能期間別事業所割合

子の看護休暇の規定がある事業所は、全体としては約３割強で、事業所規模が大きいほど、規定が

ある事業所の割合が高くなっている。

規定がある事業所のうち、利用可能期間をみると、「小学校就学始期まで」とする事業所が９割弱。
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小学校就学始期

まで

小学校入学～小

学校３年生（又は

９歳）まで

小学校４年生～

小学校卒業（又

は12歳）まで

小学校卒業以降

も利用可能
不明

合計 100.0 39.7 60.3

(100.0) (92.6) (1.5) (0.7) (2.4) (2.7)

〔事業所規模〕

500人以上 100.0 85.6 14.4

(100.0) (88.0) (4.7) (4.5) (1.2) (1.6)

100～499人 100.0 71.9 28.1

(100.0) (91.9) (2.3) (1.6) (1.7) (2.5)

30～99人 100.0 53.7 46.3

(100.0) (94.0) (0.9) (0.4) (2.3) (2.4)

5～29人 100.0 35.3 64.7

(100.0) (92.4) (1.5) (0.7) (2.6) (2.8)

育児を行う労働者

のための時間外

労働の制限の規

定がない

育児を行う労働者

のための時間外労

働の制限の規定が

ある

利用可能期間

総　計

出典：厚生労働省「女性雇用管理基本調査」（平成１７年度）

時間外労働の制限の規定がある事業所は、全体としては約４割で、事業所規模が大きいほど、規定

がある事業所の割合が高くなっている。

規定がある事業所のうち、利用可能期間をみると、「小学校就学始期まで」とする事業所が９割以上。

育児を行う労働者のための時間外労働の制限の規定の有無・利用可能別期間別事業所割合

※時間外労働を行った労働者がいる事業所＝100%

（％）
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３歳に達する

まで

３歳～小学

校就学前

小学校就学

の始期に達

するまで

小学校入学

～小学校３

年生（又は９

歳）まで

小学校４年

生～小学校

卒業（又は12

歳）まで

小学校卒業

以降も利用

可能

不明

合計 100.0 49.5 28.0 2.0 14.8 1.7 1.4 1.3 0.3 19.2 50.1 0.4

(100.0) (56.5) (3.9) (30.0) (3.4) (2.8) (2.7) (0.7) (38.8)
〔事業所規模〕

500人以上 100 93.8 6.2 -

(100.0) (32.7) (3.6) (38.6) (20.1) (3.8) (1.1) (0.1) (63.7)

100～499人 100 82.4 17.6 0.1

(100.0) (52.8) (4.4) (32.0) (6.7) (2.7) (1.0) (0.4) (42.4)

30～99人 100 62.2 37.8 0.0

(100.0) (55.2) (4.6) (30.0) (6.0) (1.5) (2.4) (0.3) (39.9)

5～29人 100 45.3 54.2 0.5

(100.0) (57.4) (3.7) (29.8) (2.3) (3.1) (2.9) (0.8) (38.1)

制度なし 不明制度あり

合　計

最長利用期間 【再掲】

「小学校就学

の始期に達

するまで」以

上

出典：厚生労働省「平成19年度雇用均等基本調査」

勤務時間短縮等の措置について、「制度あり」とする事業所と、「制度なし」とする事業所は、全体と

してはほぼ半々。事業所規模別にみると、規模が大きいほど「制度あり」とする割合が高い。

「制度あり」とする事業所について最長利用期間をみると、「３歳に達するまで」がもっとも多く、「小学

校就学の始期に達するまで」以上とする事業所割合は全体で38.8%。

育児のための勤務時間短縮等の措置の有無・最長利用期間別・事業所規模別事業所割合

（％）
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３歳に達する

まで

３歳～小学

校就学前

小学校就学

の始期に達

するまで

小学校入学

～小学校３

年生（又は９

歳）まで

小学校４年

生～小学校

卒業（又は12

歳）まで

小学校卒業

以降も利用

可能

その他

100.0 31.4 20.3 1.0 6.9 1.0 0.2 0.8 1.1 9.0 0.0

(100.0) (64.6) (3.2) (22.1) (3.3) (0.8) (2.4) (3.6) (28.6)

100.0 5.8 2.8 0.3 1.1 0.2 0.1 1.2 0.1 2.6 0.0

(100.0) (47.9) (5.4) (18.6) (4.3) (1.4) (21.4) (1.0) (45.7)

100.0 18.5 10.6 0.6 4.6 0.8 0.4 1.4 0.2 7.1 0.0

(100.0) (57.1) (3.5) (25.0) (4.1) (1.9) (7.4) (1.0) (38.4)

100.0 23.2 11.4 1.3 8.5 0.7 0.3 0.9 0.2 10.4 0.0

(100.0) (49.0) (5.4) (36.5) (3.0) (1.3) (4.0) (0.7) (44.8)

100.0 1.0 0.4 0.0 0.3 0.0 0.0 0.2 - 0.5 0.0

(100.0) (39.8) (4.8) (29.3) (1.9) (3.7) (20.6) - (55.4)

100.0 1.7 0.5 0.2 0.4 0.3 0.1 0.4 0.0 1.1 0.0

(100.0) (28.6) (8.9) (20.9) (15.2) (3.3) (23.0) (0.1) (62.5)

事業内託児施設

育児に要する経費の援助
措置

短時間勤務制度

育児の場合に利用できる
フレックスタイム制

始業・終業時刻の繰上げ・
繰下げ

所定外労働の免除

不明

最長利用期間 【再掲】

「小学校就学

の始期に達

するまで」以

上

総　計 制度あり

勤務時間短縮等の措置の中では、短時間勤務制度の措置割合がもっとも高く、次いで、所定外労働

の免除、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、の順となっている。

育児のための勤務時間短縮等の措置の種類・最長利用期間別事業所割合

出典：厚生労働省「女性雇用管理基本調査」（平成１７年度）

（％）
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子の看護休暇について
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○子の看護休暇について 

（「今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会報告書」より） 

 

現行の育児・介護休業法では、子の看護休暇制度は、小学校に入学するまでの子を養育する労働者に対し、年に５日を限度と

して取得することができるが、子どもの人数にかかわらず日数が一定となっているため、子どもの多い労働者にとって不公平感

がある。 

また、子どもは病気や怪我の時にこそ親にそばにいて欲しいものであり、子の看護休暇制度は、子どもの健やかな育ちという

観点からも重要である。時間単位といった柔軟な取得についてのニーズも高い。 

平成１６年の育児・介護休業法改正時の国会の附帯決議においては、子の人数に配慮した制度とすることについて検討するこ

ととされていることも踏まえれば、現行の年５日の子の看護休暇を子どもの人数に応じた制度とすべきものと考える。この際、

子どもの人数に応じた上限を設けるべきか否かについて、事業主の負担等についても十分考慮する必要がある。 

また、子どもの状態に応じた休暇を取得することができるよう、休暇取得単位を柔軟にし、時間単位でも取得できるような制

度とすることについても検討すべきものと考える。なお、子どもの予防接種や健康診断の受診を理由とする休暇の取得を認めて

もよいのではないかとの意見もあった。 
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＜参照条文＞ 

○育児休業、介護休業等、育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第７６号）（抄） 
（子の看護休暇の申出） 
第１６条の２ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において５労

働日を限度として、負傷し、又は、疾病にかかったその子の世話を行うための休暇（以下この章において「子の看護休暇」と

いう。）を取得できる。 
２   前項の規定による申し出は、厚生労働省令で定めるところにより、この看護休暇を取得する日を明らかにして、しなけれ

ばならない。 
  ３   第１項の年度は、事業主が別段の定めをする場合を除き、４月１日に始まり、翌年３月２１日に終わるものとする。 
（子の看護休暇の申出があった場合における事業主の義務等） 
第１６条の３ 事業主は、労働者からの前条第１項の規定による申出があったときは、当該申出を拒むことができない。 
  ２   第６条第１項ただし書（第２号を除く。）及び第２項の規定は、労働者からの前条第１項の規定による申出があった場合に

ついて準用する。この場合において、第６条第１項第１号中「１年」とあるのは、「６月」と、同条第２項中「前条ただし書」とある

のは「第１６条の３第２項において準用する第６条第１項ただし書」と、「前条第１項及び第３項」とあるのは「第１６条の２第１

項」と読み替えるものとする。 
 
○育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則（平成 20 年 03 月 31 日厚生労働省令第

76 号）（抄） 
第７条 法第６条第１項第３号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 
   一 （略） 
   二 １週間の所定外労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の労働者 
   三 （略） 
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第３０条 法第１６条の２第１項の規定による申出（以下この条において「看護休暇申出」という。）は、次に掲げる事項を、事業主に

対して明らかにすることによって、行わなければならない。 
   一 看護休暇申出をする労働者の氏名 
   二 看護休暇申出に係る子の氏名及び生年月日 
   三 子の看護休暇を取得する年月日 
    四 看護休暇申出に係る子が負傷し、又は疾病にかかっている事実 
   ２ 事業主は、看護休暇申出があったときは、当該看護休暇申出をした労働者 
    に対して、前項第４号げる事実を証明することができる書類の提出を求める 

ことができる。 
第３０条の２ 法第１６条の３第２項において準用する法第１項第３号の厚生労働省令で定める者は、第７条第２号の労働者とする。 
第３１条 法第１６条の３第２項において準用する法第６条第１項ただし書の規定により、事業主が労働者からの看護休暇申出を拒

む場合における必要な手続その他の事項は、同項ただし書の協定の定めるところによる。 
 
○子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活の両立が図られるようにするために事業主

が講ずべき措置に関する指針（平成１６年厚生労働省告示第４６０号）（抄） 
第２ 事業主が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項  

九 法第十六条の二の規定による子の看護休暇に関する事項 
  (一) 子の看護休暇については、労働者がこれを容易に取得できるようにするため、あらかじめ制度が導入され、規則が定めら

れるべきものであることに留意すること。 
  (二) 子の看護休暇は、現に負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うための休暇であることから、証明書類の提出を求

める場合には事後の提出を可能とする等、労働者に過重な負担を求めることにならないよう配慮するものとすること。 
  (三) 労働者の子の症状、労働者の勤務の状況等が様々であることに対応し、制度の弾力的な利用が可能となるように配慮す

るものとすること。 
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子の看護休暇の就業規則等により明文化されている事業所は１／３。
就学前の子を持つ労働者のうち、女性の方が取得割合が高い。

出典：厚生労働省「女性雇用管理基本調査」（平成１７年度）

子の看護休暇制度の有無別、規模別事業所割合

事業所規模別・男女別就学前の子を持つ労働者に占める子の看護休暇取得者割合

（％）

【事業所規模】
500人以上
100～499人
30～ 99人
５～ 29人

３０人以上(再掲）

女性

就学前ま
での子を
持つ労働
者

子の看護
休暇取得
者

100.0 4.2

100.0 2.8
100.0
100.0
100.0 4.7

(54.2)

4.3

(100.0)

3.9

男性

(45.8)

8.8

就学前までの子
をもつ女性労働
者に占める子の
看護休暇取得者
の割合

9.2

10.9 1.0
8.5

2.9

2.4
2.8

9.6
100.0 3.9 9.0 2.3

就学前までの子
をもつ男性労働
者に占める子の
看護休暇取得者

の割合

合　　　　計
2.5

（％）

合　　　　計

【事業所規模】

５００人以上

１００～４９９人

３０～９９人

５～２９人

30人以上〔再掲〕

70.4

47.2 0.0

100.0

100.0 －

100.0

100.0

100.0

あり

33.8

91.3

合計

100.0

47.9

29.8

52.7

なし

66.2

8.7

29.6

52.1

70.2

－

0.1

不明

0.0

－

子の看護休暇制度の有無別、規模別事業所割合等
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看護休暇の対象に子以外の者を含めている事業所は２割。
その内訳は、配偶者や、本人又は配偶者の父母の割合が高い。

出典：厚生労働省「女性雇用管理基本調査」（平成１７年度）

子以外で看護休暇の対象としている家族の有無（事業所割合、％）
 

19.9 80.1

対象としている 対象としていない

子以外で看護休暇の対象としている家族の範囲（事業所割合、％）（複数回答）

 
85.0

80.2

72.1

52.0

47.4

44.0

12.6

12.4

配偶者

本人の父母

配偶者の父母

祖父母

孫

その他の親族

対象に制限なし

兄弟姉妹

子以外で看護休暇の対象としている家族の有無等
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望ましい看護休暇制度としては、半日単位での取得を認めることや、複数の子がいる場合
には、子１人につき５日ずつ取得できることを求めるニーズが高い。

望ましい看護休暇制度－性別（従業員調査、複数回答）

 
49.3

49.2

41.1

40.1

38.0

29.6

27.8

2.8

5.3

2.3

44.7

41.4

33.5

32.0

31.8

31.1

27.8

2.7

7.7

2.7

53.6

56.6

48.2

47.7

43.8

28.1

27.7

2.9

3.1

1.9

0% 20% 40% 60% 80%

子の看護休暇は半日単位でも取得できるようにすべきだ

複数の子がいる場合は、子１人につき５日ずつ取得できる
ようにすべきだ

対象となる子の上限年齢を引上げるべきだ

子の看護休暇は予防接種や検診でも取得できるように
すべきだ

取得日数（年５日）を延ばすべきだ

子の看護休暇は有給にすべきだ

子以外の家族の看護でも取得できるようにすべきだ

その他

現在法律で規定されている子の看護休暇制度の内容で
十分だ

無回答

全　体
n=1553

男性計
n=752

女性計
n=801

望ましい看護休暇制度

出典：ニッセイ基礎研究所「今後の仕事と家庭の両立支援に関する調査」（平成２０年）
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就学前の子の数に応じて、共働き世帯の妻の短期の休暇取得日数は増加する。
また、子が０，１歳児の時期は、病気や予防接種等により、保育所に預けられない日も
少なくない。

予防接種の種類 受ける回数 望ましい時期
ＢＣＧ １回 生後６ヶ月未満
ポリオ ２回 生後３ヶ月～１歳６ヶ月

１期：３回 生後３ヶ月～１歳
１期追加：１回 初回接種終了後１年～１年６ヶ月
２期：１回 １１歳
１期：１回 １歳になったらできるだけ早く
２期：１回
１期：２回 ３歳
１期追加：１回 ４歳
２期：１回 ９歳

水ぼうそう
おたふくかぜ
インフルエンザ
Ｂ型肝炎

１回
１回
１３歳未満は２回
３回

定期接種

任意接種

麻しん・風しん

日本脳炎

ジフテリア
百日せき
破傷風

子どもが受ける予防接種の例小学校就学前の子どもがいる共働き夫婦の妻が一年間で取得し
た子の看護休暇の日数（小学校就学前の子どもの数別、％）

注：「子の看護休暇」は、年次有給休暇、欠勤等を含む。
出典：厚生労働省「２１世紀成年者縦断調査」（２００３年）

 
14.9

17.4

21.8

17.4

12.6

12.2

10.3

0 5 10 15 20 25

総計(n=1,113)

０歳児(n=74)

１歳児(n=182)

２歳児(n=178)

３歳児(n=197)

４歳児(n=179)

５歳児(n=197)

一年間で、予防注射・定期検診により一人目の子どもを保育園に預けられな
かった平均日数（日）
 

1.4

3.0

2.5

1.7

1.3

0.6

0.6

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

総計(n=1,113)

０歳児(n=74)

１歳児(n=182)

２歳児(n=178)

３歳児(n=197)

４歳児(n=179)

５歳児(n=197)

注：調査対象は、現在保育園に預けている子どもがいる女性労働者
出典：連合「子ども看護休暇に関する調査報告書」（２０００年）

注：調査対象は、現在保育園に預けている子どもがいる女性労働者
出典：連合「子ども看護休暇に関する調査報告書」（２０００年）

 

40.0

49.6

25.1

29.1

34.7

21.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

２人（n=207）

１人（n=395）

１～５日 ６～１０日 １１日以上

一年間で、病気・怪我により一人目の子どもを保育園に預けられな
かった平均日数（日）

出典：母子健康手帳

小学校就学前の子どもがいる共働き夫婦の妻が一年間で取得した子の看護休暇の日数等
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労働者単位で看護休暇を付与している事業所が約６割。子単位で付与している事業所も

約３割存在。

いずれの場合も、休暇日数は５日が９割以上となっている。

子の看護休暇制度の休暇日数制限状況別事業所割合

出典：厚生労働省「女性雇用管理基本調査」（平成１７年度）

制限あり
（同一の労働者につき）

58.9%
制限あり

（同一の子につき）

27.4%

制限あり
（その他）

4.1% 制限なし
9.5%

※子の看護休暇制度の規定がある事業所＝100%

「制限あり（同一の労働者につき）」の休暇日数の内訳

8.3%91.6%

5日以外5日

「制限あり（同一の子につき）」の休暇日数の内訳

9.7%90.3%

5日以外5日
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諸外国における子の看護休暇制度（未定稿）

看護の対象となる子 日数 手当その他

イギリ １６歳未満の子 1年に各親１０日 なし（無給）
ス

フラン １６歳未満の子 １年に３日 なし（無給）
ス （診断書で証明される疾病又は事故） （子が１歳未満又は１６歳未満の

子が３人以上の場合５日）

ドイツ １２歳未満の子 １年に１０日 疾病保険から傷病手当金を支給
（看護手当を受給できることが要件） （親１人につき２５日まで） （有給でない場合）

オラン 年間１０日まで 事業主から賃金の７０％
ダ

スウェ １２歳未満の子について 両親あわせて１年に６０日 一時両親給付を支給（所得の８０
ーデン ①病気 ％）

②その子を養育する者の病気
③予防接種、健康診断
（一時介護両親手当を受給できることが
要件）

アメリ １８歳未満の子 １年に１２週間 なし（無給）
※育児や本人の病気の場合も全て含んカ
だ休暇の一部

※ 一般的な病気についての子の看護休暇を掲載した。
これとは別に、重病の場合の休暇や他の家族に対する休暇を設けている国もある。

出典： 今後の仕事と家庭の両立支援に関する調査 （ニッセイ基礎研究所）2008年、海外情勢報告2003～2004（厚生労働省国「 」
際課）他

39


